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平成25年度日本船舶・船員確保計画の実施状況について

１．外航海運
（１）外航海運の現状
（２）外航日本船舶及び外航日本人船員確保のための取り組み
（３）外航日本船舶及び外航日本人船員の確保状況

２．内航海運
（１）内航船員の現状と船員確保のための取り組み
（２）内航船員の確保状況
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１ー（１） 外航海運の現状

・重要な輸送基盤であり、我が国の管轄権・保護の対象である日本船舶及び日本人船員は、経済安全保障の観点
から、平時より一定規模確保することが必要であるが、日本船舶及び日本人船員の数は減少傾向にあった。

・ただし、日本船舶においては、平成19年以降、上昇に転じている。

四面を海に囲まれた我が国において、輸出入貨物の99.7%の輸送を担う外航海運は、我が国経済、国民生活を支える上で大きな役割を
担っていることから、安定的な国際海上輸送の確保は、我が国の発展にとって極めて重要な課題である。

我が国商船隊による安定的な国際海上輸送の確保は、国家的な課題。

我が国商船隊輸送量及び積取比率
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外航日本人船員数
日本商船隊の推移

【時点は各年6月末現在】 【時点は各年10月1日現在】

【時点は各年12月末現在。※H25は暫定値】



日本船舶の確保・船員の育成及び確保に関する基本方針
（国土交通省告示）

日本船舶・船員確保計画の認定制度の概要

日本船舶・船員確保計画の作成（船舶運航事業者等）

日本船舶・船員確保計画の認定（国土交通大臣）

日本船舶の建造等の計画、船員の確保・訓練の計画 等

準日本船舶制度の概要

1. 外航船社と海外子会社との間において、航海命令が発せられ
た場合に海外子会社が当該船社に船舶を譲渡することを内容
とする契約を締結しており、これが確実に履行可能であると
認められること

2. その他航海命令による航海に確実かつ速やかに従事させるた
め必要となる一定の要件を満たすこと

準日本船舶のトン数の測度は認定時にあらかじめ行うこととし、
外航船社が、準日本船舶を子会社から譲り受ける場合については、
船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律に基づくトン数の測度
を行ったものとみなす。

認定要件

船舶法及び船舶のトン数の測度に関する法律の特例

→日本船舶に国籍を変更するための手続が迅速化

→航海命令による航海に確実かつ速やかに従事できる船舶の確保

みなし
利 益

黒字が多い年でもみなし利益
に課税

黒字が少ないか、赤字の年で
もみなし利益に課税

トン数標準税制の適用を受けると
日本船舶等に係る海運業の利益

年度ごとの
実際の利益

トン数標準税制（平成20年度創設）の概要

○外航船舶運航事業者が、日本船舶・日本人船員の確保
に係る「日本船舶・船員確保計画」を作成し、国土交通
大臣の認定を受けた場合、日本船舶等に係る利益につい
て、みなし利益課税の選択が可能。

○トン数標準税制を導入すると、通常の法人税より高
くなる場合も安くなる場合もあるが、毎年の納税額が
予測しやすくなることから、高額（一隻あたり数十億
円から数百億円）な船舶投資を安定的・計画的に行っ
ていくためには、トン数標準税制が有効

平成25年度から、日本船舶に加えて準日本
船舶も対象に追加

日本船舶の増加ペースアップを図るとともに、日
本船舶を補完するものとして準日本船舶を確保す
ることにより、我が国における安定輸送・経済安
全保障の確保が一層促進される。

１ー（２） 外航日本船舶及び外航日本人船員確保のための取り組み
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１ー（３） 外航日本船舶及び外航日本人船員の確保状況

○ 平成26年3月時点の認定事業者は計９社。
〔認定事業者名（50音順）〕 旭海運、旭タンカー、飯野海運、ＮＳユナイテッド海運、川崎汽船、

ＪＸ日鉱日石シッピング、商船三井、第一中央汽船、日本郵船

◎ 第５期終了時においては、計画開始時点と比して外航日本船舶は８９．６隻、
外航日本人船員は６２人増加しているところ。

日本船舶・船員確保計画の認定状況

日本船舶・船員確保計画の実績 第5期（平成26年3月）の状況
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※第5期実績における準日本船舶・日本人海技士の数値は、旭タンカー、ＪＸ日鉱日石シッピングを除く７社の合計

＜認定事業者の変遷＞
平成21年3月に10社、平成22年2月に1社を認定。
※平成22年10月：認定事業者同士による合併【新和海運／日鉄海運→ＮＳユナイテッド海運】
※平成24年4月 ：日正汽船は雄洋海運と合併し商号をＪＸ日鉱日石シッピングに変更
※平成25年4月 ：三光汽船は認定取消

1,072人 1,103人 1,112人

－－ － － － － 54人

第５期実績
（平成25年度）

77.4隻 95.4隻 118.9隻 131.8隻
外航日本船舶
の確保計画の実績

項目 計画開始時
第２期実績
（平成22年度）

第３期実績
（平成23年度）

－ 27隻 －

167.0隻

日本人海技士
の確保計画の実績

1,153人 62人1,134人1,194人
外航日本人船員
の確保計画の実績

第４期実績
（平成24年度）

143.0隻

第１期実績
（平成21年度）

増減
（計画開始時→

第５期実績）

89.6隻

準日本船舶
の確保計画の実績

－ － － －



30歳未満

14.2%

30歳以上

50歳未満

36.1%

50歳以上

49.7%

２－（１） 内航船員の現状と船員確保のための取り組み

内航船員数の推移

（平成25年10月現在）
５０歳以上の割合

約49.7%

内航船員の著しい高齢化等に対応するため、船員の計画的な確保を推進する。

◇船員計画雇用促進助成金

→新人船員を試行雇用（最大６ヶ月）した場合に助成。

グループ化を実施した事業者には、併せて以下の助成金を支給する。

船員教育機関卒業生 ４万円×６月＝２４万円／１人
その他 ６万円×６月＝３６万円／１人

海上運送法に基づく日本船舶・船員確保計画の認定を受けた内航海運事業者がその計画に従って船員を計画的に雇用する場合に、
次の助成金を支給する

＜目 的＞

＜内 容＞

こ
こ
数
年
は
改
善
傾
向
に
あ
る
。
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（時点は各年１０月現在）（時点は各年１０月現在）
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Ｈ１８ 51.4%

Ｈ１９ 51.6%

Ｈ２０ 51.4%

Ｈ２１ 51.3%

Ｈ２２ 50.7%

Ｈ２３ 50.0%

Ｈ２４ 50.4%

Ｈ２５ 49.7%

◇新規船員資格取得促進助成金

→新人船員を試行雇用（最大６ヶ月）した場合に助成。
上限 １５万円／１人

内航船員の年齢構成比 50歳以上の内航船員の割合の推移

船員計画雇用促進等事業

・内航海運は国内貨物輸送の約4割、産業基礎物資の約8割の輸送を担い、国内海上旅客輸送は年間約9千万人が利用する極めて重要な輸送機
関。
・それを支える内航船員は、高齢化が著しい（約半数が50歳以上）ことから、大量離職に伴う担い手不足が生じないよう若年船員の確保・育成につい

ての環境を整備し、安定的な国内海上輸送を確保することが重要。



２－（２） 内航船員の確保状況

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

認定事業者数 １１３ 社 １８２ 社 １９０ 社 １７１ 社 １７７ 社 １８０ 社 １７７社

○ 平成20年3月に113社を認定。平成26年4月1日現在の認定事業者は177社。

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 合 計

船員教育機関卒業生 １６７人 １７１人 １５５人 １５０人 ２４０人 ２５２人 １，１３５人

船員教育機関
卒業生以外

２０７人 １９６人 １５９人 １４７人 １８５人 ２４５人 １，１３９人

合 計
＜うち女性＞

３７４人
＜１５人＞

３６７人
＜５人＞

３１４人
＜１２人＞

２９７人
＜２４人＞

４２５人
＜１４人＞

４９７人
＜３９人＞

２，２７４人
＜１０９人＞

※ 船員教育機関卒業生とは、商船に係る教育機関の修了者をいう。

※

日本船舶・船員確保計画の認定事業者数の推移

日本船舶・船員確保計画に基づく船員未経験者の採用状況
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